
土砂災害警戒情報が発表されていなくても、ふだんと異なる状況「土砂災害の前兆」に気付いた場合には、市役所（危機
管理室 電話30-0299）へ連絡するとともに、直ちに周りの人と安全な場所へ避難してください。日ごろから危険箇所・
避難場所、避難経路を確認しておくことも重要です。　　　　　　

　大雨により土砂災害の発生が高まった時に、市が防災活動や住民等への避難指示等の災害応急対策を適時適切に
行えるよう支援すること、また住民の自主避難判断に役立てることを目的として、県と秋田地方気象台で発表する
情報です。
　土砂災害警戒情報を受け、市は気象状況、前兆現象、秋田県土砂災害危険個所マップ（県の補足情報）や土砂災
害警戒判定メッシュ情報（補足情報）の危険度指数等も併せて総合的に判断し、住民への避難情報等を発信します。
　住民への情報伝達は、防災メールや防災ラジオ等を活用して速やかに伝達します。
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